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がんの治療を受けている人のウイッグなどの 
補整具購入費用を助成します
問　保健センター（☎27－62９0）

　がんの治療を受けている人の社会生活を支援するため、ウイッグまたは
乳房補整具などの購入費用の一部を助成します。詳しくは市HPを確認して
ください。
対　申請日時点で次の全てに該当する人
●本市に１年以上住所がある人
●がん治療に伴う脱毛や手術などにより、外見の変化に対する補整具が必

要な人
●以前に市から同様の助成を受けていない人
●他の地方公共団体から同様の補助を受けていない人
助成金額　
●ウイッグなど＝上限３万円
●乳房補整具＝上限１万円
必要書類　❶申請書、❷診断書や診療報酬明細などがんの治療などを受け

ていることが分かる書類の写し、❸領収書、❹運転免許証やマイナンバ
ーカードなど本人確認ができるもの、❺預金通帳など口座が分かるもの、
❻印鑑（朱肉を使うもの）、❼請求書、❽委任状（申請者が代理人の場合）
※❶❼❽は市HPからダウンロードできます
※❷は本人氏名、診断名または治療方法、医療
機関名または医師名が明記されているもの
※❸は補整具を購入した日付や店名、補整具の
種類と金額が書かれている原本
※❹は顔写真のないものの場合は２点必要

申　必要書類を直接または郵送で保健センターへ
　※郵送の場合は事前に問い合わせてください
宛先　〒372−00４8  大手町18番１号  保健センター

こころの健康相談
問　保健センター（☎27－62９0）

時・場　・問　
●６月11日（木）午後１時30分開始

＝伊勢崎保健福祉事務所（下植
木町、☎25−5066）

●６月2４日（水）午後２時～３時＝
くわまるプラザ（保健センター）

（大手町）
申　事前に電話で各会場へ

若年がん患者 
在宅療養支援事業
問　保健センター（☎27－62９0）

　若年のがん患者に在宅療養で必
要な費用の一部を助成します。

※申請方法や必
要書類などの詳
細は市HPを確認
してください

対　次の全ての条件を満たす人
●本市に住所がある４0歳未満の人
●他の公的支援制度を受けていな

い人
●がん患者（医師が一般的に認め

られている医学的知見に基づき、
回復の見込みがない状態に至っ
たと判断した人）

18歳から39歳までの人は 
コスモス健診を受けましょう
問　保健センター（☎27－62９0）

　生活習慣病を予防するためには、
若い頃から健康チェックをするこ
とが大切です。年に一度は健診を
受けましょう。
　※健診中の託児はありません
時　９月１日（火）から12月17日（木）

まで
　※実施日は会場により異なりま

す。詳しくは問い合わせるか市
HPを確認してください

場　伊勢崎佐波医師会病院成人病
検診センター（下植木町）、伊勢
崎健診プラザ（中町）、鶴谷病院
健診センター（境百々）

対　受診日に市内に住所があり、
昭和62年４月１日から平成21年
３月31日までに生まれた人

内　問診、尿検査、身体計測、血
圧測定、診察、血液検査、心電
図検査

￥　1,000円（自己負担金）
　※市民税非課税世帯（世帯員全

員が非課税）または生活保護世
帯の人は事前申請により無料に
なります。詳しくは市HPを確認
してください

申　５月12日（火）から７月３日（金）
までに専用HP、または５月19日

（火）から７月３日（金）までに電
話で保健センターへ

小学生初心者水泳教室
問　スポーツ振興課（☎27－27４7）

時　
❶５月20日から６月2４日までの水

曜日午後５時～５時50分（全６
回）
❷５月21日から６月25日までの木

曜日午後４時～４時50分（全６
回）
❸５月21日から６月25日までの木

曜日午後５時～５時50分（全６
回）

場　K
ケー

．K
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　K
コ

OB
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シ

HI　あずま
ウォーターランド

対　市内に在学の小学生
定　各20人（抽選）
￥　１回150円（入場料）
申・問　❶は５月13日（水）午後５

時から５時15分まで、❷は５月
1４日（木）午後４時から４時15分
まで、❸は５月1４日（木）午後５
時から５時15分までに、参加者
の家族が直接　K．K　KOBAY
ASHI　あずまウォーターランド

（☎62−9966）
　※❶～❸を重複して申し込むこ

とはできません
　※申込時間終了後にその場で抽

選を行います

物価高対応子育て応援手当は 
６月１日（月）までに手続きを
問　子育て支援課（☎27－27５0）

　物価高対応子育て応援手当の申
請は６月１日（月）までです。期限
までに手続きを行ってください。
詳しくは本紙２月号を確認してく
ださい。

※公務員分の申請は４月30日付
で終了しました

対　次のいずれかに該当する人
●令和７年10月１日から令和８年

３月31日までに生まれた児童（新
生児）の保護者

●離婚などにより令和７年10月１
日から令和８年３月31日までの
間に新たに児童手当の受給者と
なった人

　※申請が必要のない人への振り
込みは２月27日に行いました

地域リハビリテーション活動
支援事業
問　地域包括支援センター 
　　（☎27－27４５）

　理学療法士、作業療法士などの
リハビリテーション専門職を派遣
し、介護予防に役立つ体操などを
行います。
対　市内で介護予防のための活動

を行っている、または今後行う
予定の65歳以上で構成するおお
むね10人以上の団体

￥　無料
申　利用を希望する日の１カ月前

までに直接地域包括支援センタ
ーへ

　※申し込みできるのは１団体に
つき年２回までです

５歳児健康診査を実施します
問　保健センター（☎27－62９0）

時　12月まで
対　市内に住所があり、市内の保

育園（所）・幼稚園・認定こども
園に通う５歳児（年中児）

　※本年度は、令和３年４月２日
から令和４年４月１日に生まれ
た子どもが対象です

　※市外の施設に通う５歳児（年
中児）や未就園の子どもは、個
別で相談に応じます。保健セン
ターに問い合わせてください

内　保護者と園（所）の職員が記入
した質問票を基に、園（所）で健
康診査を行います。その結果、
必要に応じて相談を行います ▲市HP ▲専用HP

▲市HP

▲市HP

子どもの急病で困ったら
#8000

子ども医療電話相談

救急車を呼ぶか迷ったら
#7119

救急安心センター
●月～土曜日＝午後６時～翌午前

８時
●日曜・祝日・年末年始＝2４時間

2４時間

期日 産婦人科 接骨院

7日㈰ 医師会病院 体気健育接骨鍼
し ん

灸
きゅう

院 （茂呂町一丁目、☎22−４688）

14日㈰ 市民病院 伊勢崎みさと鍼
し ん

灸
きゅう

整骨院 （安堀町、☎27−5338）

21日㈰ 医師会病院 さかい鍼
し ん

灸
きゅう

整骨院 （境伊与久、☎76−４690）

28日㈰ 市民病院 ねぎし接骨院 （田中島町、☎22−2350）

※産婦人科の診療時間は午前９時～午後５時（事前に連絡してくだ
さい）、接骨院の診療時間は各院に問い合わせてください

救急病院等案内テレホンサービス（☎23－1299）
または 群馬県統合型医療情報システム で 検索

診療状況により、 診療時間に変更が生じる場合があります。 事前に各医療機関に問い合わせてください。

６月 休日・夜間の救急診療

■夜間診療／月〜土曜日
診療科目 診療時間・医療機関

内科・外科 午後６時～翌午前８時30分 伊勢崎佐波
医師会病院

（☎2４−0111）
小児科

午後７時30分～10時30
分（受け付けは午後10
時まで）

月・水・金・
土曜日

火・木曜日 市民病院
（☎25−5022）

診療科目 診療時間・医療機関

内科・外科 2４時間
伊勢崎佐波
医師会病院

（下植木町、
☎2４−0111）

耳鼻咽喉
科　　　

午前９時～正午　
（受け付けは午前11時30分まで）

小児科

午前９時～午後５時
（受け付けは午後４時30分まで）

午後５時～翌午前８時30分 市民病院
（☎25−5022）

歯科
午前10時～午後３時（受け付けは午後２時30分まで）
伊勢崎歯科医師会休日歯科診療所

（上泉町、社会福祉会館内、☎23−2772）

■休日診療／日曜

問　高齢政策課（☎27−2752）
　本年３月に100歳を迎えられた人を紹介します。100歳を迎えられ
た皆さん、そしてご家族の皆さんに、心からお祝いを申し上げます。
これからも健やかにお過ごしください。
石田久江 さん（堀下町）
常見蝶 さん（連取元町）
小此木トミ子 さん（除ケ町）
赤石節子 さん（八坂町）
神沢実 さん（境上武士）

篠原照子 さん（中町）
福本かく さん（境上武士）
殿岡シゲ さん（田部井町一丁目）
栗原喜代子 さん（宮古町）
引田のぶ代 さん（波志江町）




